
 

 

 

いじめ対応マニュアル 

（１）いじめの未然防止を図る取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）いじめが発生したときの指導体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈校長〉 

学校教育目標達成のための学校経営の具体化 

 

〈教頭・主幹教諭〉 

情報の共有と指導体制づくり及び関係機関との連携 

〈生徒指導、情報集約担当者〉 

生徒指導の具体的方針提示 

・教育相談の充実 

・情報の収集及び伝達 

・学級担任を支える環境づくり 

・いじめ防止、対応に関する 

研修の充実 

〈人権教育担当者〉 

人権教育推進計画作成 

・１分間スピーチ、人権学

習、人権集会等を通した、

支え合う生徒集団づくり 

・人権教育に関する校内研

修の充実 

〈養護教諭、適応指導教室指導員、特別支援教育支援員〉→ 連携〈SC､SSW､学校支援ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ〉 

・教育支援 ・情報の収集及び伝達 ・教育相談の充実 

 

いじめの発生 

〈緊急いじめ対策委員会〉校長・教頭・主幹教諭・生徒指導・情報集約担当・学年主任・当該学級担任・養護教諭 

○情報収集及び整理  ○指導体制・方針の検討（いつ・誰が・何を） 

〈緊急職員会議〉全職員 

○情報の共有  ○指導方針の共通理解  ○組織的な取組および支援体制 

〈情報収集〉 
・関係職員からの情報収集 
・被害の子どもや保護者からの事実確認 
・加害の子どもからの事実確認 
・クラスや他学年などの子どもからの事実確認 
 （必要に応じて） 

〈生徒指導部・情報集約担当・学年主任・当該学級担任〉 

・被害・加害者の保護者への説明  ・いじめられた子への支援  ・いじめた子への指導 

・知らせてきた生徒の安全確保 ・傍観者への指導 ・学級全体への指導 ・全校指導（必要に応じて） 

 
〈校長・教頭・主幹教諭〉 

・ＰＴＡ役員等への説明   ・外部機関への対応 

〈養護教諭、スクールカウンセラー等〉 

・支援が必要な子どもへのカウンセリングの実施 

〈全職員〉 

・組織的・継続的な指導及び支援 

〈学級担任〉 

望ましい学級集団づくり 

・子ども同士のふれあい、互

いの理解を深める場の設定 

・学習、学校生活等の観察に

よる、いじめなどの問題の

早期発見 

〈企画委員会、いじめ不登校対策委員会（企画委員会・生徒指導部会）、生指報告朝会〉 

・情報共有 ・対策検討 ・共通実践 

重大ないじめ問題につては、「校区いじめ防止対策委員会」を開く。 

岱明中学校「いじめ防止基本方針」 


